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第４章 温室効果ガス排出抑制等に関する対策・施策 

 

 温室効果ガスの排出を実質ゼロにする脱炭素社会を実現し、将来の世代も安心して暮らせる、

持続可能な社会をつくるためには、誰もが無関係ではなく、区民、事業者、行政、教育機関、

ＮＰＯ、来街者などのあらゆる主体が対策に取り組む必要があります。 

第３章に示した世田谷区のめざす将来像の実現と、温室効果ガス排出量の削減目標の達成に

向けて、区民・事業者・区等のそれぞれが、主体的に地球温暖化の緩和と適応に向けた取組み

を進めます。区は、施策の推進を通じて区民・事業者等の行動を支え、気候危機に力を合わせ

て行動していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 区民・事業者の対策と区の施策の考え方 
 

 次ページでは、本計画の対策・施策の体系とこれに伴うＣＯ２削減量、及び関連するＳＤＧｓ

の目標を示しています。 

 このうち、区の施策は以下６つの柱により構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

また、本章に記載の区の施策を、さらに拡充・強化することに加え、今後の社会情勢などを

踏まえた新規施策の導入・実施により、区のめざす将来像の実現や温室効果ガス排出量の削減

目標の達成をより現実的なものとしていきます。そのために必要な財源の安定的・継続的な確

保に向けては、「世田谷区気候危機対策基金」等を活用していきます。 

 

区民の対策 事業者の対策 

区の施策 

ライフ 

スタイル 

再生可能 

エネルギー みどり 

住まい・ 

建物づくり 

３Ｒ 

行動 

ビジネス 

スタイル 

グリーン

インフラ 省エネルギー

化 

地域間 

連携 

まち 

づくり 

移動 

暑熱 

対策 

環境 

学習 

 施策の柱Ⅰ 区民の取組み支援 

 施策の柱Ⅱ 事業者の取組み支援 

 施策の柱Ⅲ エネルギーの脱炭素化 

 施策の柱Ⅳ 脱炭素で持続可能なまちづくり 

 施策の柱Ⅴ 地球温暖化適応策の推進 

 施策の柱Ⅵ 区役所の率先行動 
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施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

この計画では、地球温暖化緩和策と適応策によって取組みを構成しています。 

適応策は、区民の取組みの方針Ⅰ－１③、事業者の取組みの方針Ⅱ－１③、

区の取組みの「Ⅴ地球温暖化適応策の推進」などにより構成しています。 
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